
「指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護」 

重要事項説明書 
 

 当施設は介護保険の指定を受けています。  

 (神奈川県指定 第1473600219号)  

当事業所はご契約者に対して指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護サー

ビスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきた

いことを次の通り説明します。 

＊当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された

方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。                                                                                   
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１  施設経営法人  

（１）法  人  名      社会福祉法人  公  正  会   

（２）法人所在地     神奈川県横浜市泉区池の谷 3901番地１ 

（３）電話番号        ０４５ -８１２ -８１８１  

（４）代表者氏名      理事長   齋  藤  智  範  

（５）設立年月        昭和６３年  ８月  １日  

２  ご利用施設  

（１）事業所の種類  指定短期入所生活介護事業所 平成１２年３月１日指定  

（神奈川県第  １４７３６００２１９号）  

＊当事業所は特別養護老人ホーム希望苑に併設されています。  

（２）施設の目的     

老人福祉法第５条の２第４項に定める老人短期入所事業、介護保険法第７条第１３項に規

定する短期入所生活介護を行う施設です。要支援又は要介護１から５の認定を受けた方で

日常生活上のサービスや機能訓練を行うことを目的としています。  

（３）事業所の名称    特別養護老人ホーム  希  望  苑  

（４）事業所の所在地   神奈川県横浜市泉区池の谷３９０１番地１  

（５）電話番号        ０４５－８１２－８１８１ 

（６）施設長（管理者）氏名     福  島  秀  幸    

（７）当施設の運営方針  

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とが出来るよう、入浴・排泄・食事等の介護、その他、日常生活上の世話及び機能訓練を



行うことにより、利用者の心身の機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図る。                                            

（８）開設年月       平成１２年４月１日 

（９）営業日及び営業時間  

             営  業  日    年中無休 

             受付時間     月曜日～土曜日  ９時～１７時 

（１０）利用定員     ４人 

（１１）居室等の概要  

  当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。利用される居室は、原則として  ２

人部屋ですが、本人の身体上の状況により事業者側で指定させて頂きます。 

                居室・設備の種類 室数  備  考  

 個室（1人部屋）   多床室  

 ２人部屋 ２  室  多床室  

 ４人部屋       多床室  

 合  計 ２  室  多床室  

 食堂 １  室   

 機能訓練室 １  室 [主な設置機器]  

   肩、手間接屈曲伸展  前腕回内外運動機、他  

 浴室 ２  室 機械浴・特殊浴槽  

 医務室 １  室   

※上記は、厚生省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられてい

る施設・設備です 

※居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況に

より施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する

場合があります。 

☆居室は多床室（２階、３階）トイレは各階に２箇所（南北廊下）、その他１階に食堂、トイレ、

医務室 

３  職員の配置状況  

当事業所では、指定短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員

を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。   

          職    種 指定基準  

 １．施設長（管理者） 1名   

 ２．介護職員 ２名   

 ３．生活相談員 1名   

 ４．看護職員 １名   

 ５．機能訓練指導員 1名   

 ６．介護支援専門員 1名   

 ７．医師 必要数   

 ８．栄養士 1名   



<主な職種の勤務体制>                                                              

            職種             勤 務 体 制  

 １．医師 毎週木曜日   

 ２．介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員  

  早朝：  ６：４５～１５：４５  ３名  

  日中：  ９：３０～１８：３０ １０名 

遅番： １２：００～２１：００  １名 

 

  夜間： １７：００～１０：３０  ５名  

 ３．看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員  

  日中： ８：４５～１７：４５  ３名 

遅番： ９：３０～１８：３０  １名 

 

 

 ４．機能訓練指導員 日中： ８：４５～１７：４５  １名  

☆  日祝日、年末年始は上記と異なる場合があります。 

４  当事業所が提供するサービスと利用料金  

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。  

(１)利用料金が介護保険給付から給付される場合 

(２)利用料金の金額をご契約者に負担いただく場合                 

(１ ) 介護保険の給付対象となるサービス  （契約書第４条参照）  

以下のサービスについては、居住費、食費を除き介護保険負担割合証に基づく金額が介護

保険から給付されます。  

<サービスの概要 >   

ご利用に際しては、在宅においてのケアプランを参考に在宅においてのケアを継続できる

ように、また、ご本人、ご家族の希望に添ったケアが行わるように、入所時の情報をもと

にケアプランの作成を行います。ケアプランには以下のようなサービスが含まれます。  

①  食事                                                            

・当施設では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体

の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ご契約者の自立支援のため離床して食堂（フロアー）にて食事をとっていただくことを原

則としています。 

 （食事時間） 

 朝食  ７：３０～８：００  昼食  １２：００～１２：３０  夕食  １８：００～１８：３０  

   ※希望により食事時間を変更する事は可能です、但し、食事準備（調理）の時間は変更で

きません。 

②入浴  

・入浴又は清拭を週２回行います。 

・寝たきりの状態でも機械浴槽を使用して入浴することができます。   

・希望により浴槽を一般浴槽と機械浴槽を選択することができます。 

③ 排泄  

・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。  

④  機能訓練                                                          

・当苑は機能訓練の体制を整備しております、実施可能なリハビリ等の行為を実施する事

ができます。 

 



⑤ 健康管理 

・看護職員が面接で伺った様子をもとに、健康管理を行います。  

・服薬の管理、頓服薬の判断  

・看護職員、介護職員の協働で実施する口腔内痰の吸引、胃ろうによる経管栄養 

（接続注入開始を除く）  

⑥ 自立への支援 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。  

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

⑦ 記録の開示 

・ショートステイ利用中の介護記録、及び看護記録は身元引受人の求めに応じて開示します。また、身元

引受人の求めがなくても施設側より開示することがあります。 

・ショートステイ利用中に身体・精神面において変化が生じた場合は、随時、身元引受人へ連絡し、以

後の対応をご相談させていただきます。また、定期的なご報告を行います。 

<サービス利用料金（１日あたり） >（契約書第７条参照） 

別紙の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付

費額を除いた金額（自己負担額）と居住費・食費に係る標準自己負担額の合計金額をお支

払い下さい。（サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。）  

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん

お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介

護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場

合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために

必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。  

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額

を変更します。 

☆当事業所の居住費・食費の負担額 

 世帯全員が市町村税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けられている方の場合は、

施設利用の居住費（滞在費）・食事費の負担が軽減されます。 

☆負担限度額認定証 交付要件   

＊第１段階から第３段階②は世帯全員が市民税非課税であること 

 所   得  の   状   況 負担限度額（日額） 

区  分 対    象   者 食 費 居住費 

第１段階 
・老齢福祉年金を受給されている方 

・生活保護を受給されている方 

300円  0円 

第２段階 
・合計所得金額と公的年金収入額と非課税年金収入額の合計が年

額80万円以下の方 

・預貯金等 単身650万円 配偶者がいる場合1,650万円以下 

600円 370円 

第３段階① 
・合計所得金額と公的年金収入額と非課税年金収入額の合計が年

額80万円以上120万円以下の方 

・預貯金等 単身550万円 配偶者がいる場合1,550万円以下 

1,000円 370円 

第３段階② 
・合計所得金額と公的年金収入額と非課税年金収入額の合計が年

額120万円以上の方 

・預貯金等 単身500万円 配偶者がいる場合1,500万円以下 

1,300円 370円 

第４段階 
・市民税課税世帯の方 

・第1段階から第3段階②に該当しない方 

1,700円 1,020円 



☆ 要件を満たす方で減額認定証をお持ちでない場合には申請が必要です、詳しくは区役所の保険年金課で 

ご確認ください 

(２ )介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第７条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金 >  

① 食費及び居住費 

食費内訳：朝食  450円  昼食  670円  夕食  580円 

② 特別な食事  

ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 

利用料金は、要した費用の実費とします。  

③ 理髪・理容 

［理髪サービス］ 

  週に 1回、理容師の出張による理髪サービス（調髪１，５００円、顔剃３００円）をご利

用いただけます。 

④  貴重品の管理 

○管理する金銭の形態：日常的に使用する現金 (１万円以下 )必要以上の現金の持ち込みは

ご遠慮ください。 

○個人で所持、携帯される場合には自己責任となります。 

○預かりは可能ですが、生活相談員の出勤、勤務時間内での出納となります。予めご注意

ください。 

⑤ レクリエーション、クラフﾞ活動、行事 

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラフﾞ活動に参加することができます。  

ⅰ）主なレクリエーション行事予定（利用料金：喫茶、お祭り等で参加費用をいただきます）  

ⅱ）クラフﾞ活動   （利用料金：材料代等の実費をいただきます。）  

   手芸、料理、音楽クラフﾞ、カラオケ、書道  等   

⑦複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録を閲覧できますが、複写物を必要とする場合に

は実費をご負担いただきます。但し、他の利用者のプライバシーにかかわる閲覧、複写は

お断りする場合がございます。 

※交付のお申し出は、身元引受人からの申請に限ります。 

 

 主な行事                 備  考  

1月  初  詣                   誕生会・喫茶  ※行事内容は予定です、何

らかの事情で、変更する場

合があります。  

 

2月  節  分  

3月  雛祭り  慰霊祭  

4月  散策  

5月  春のコンサート  端午の節句  さつま芋の植付け  

6月  散策   

7月  保育園七夕交流会  

8月  ボーイスカウト交流会  

9月  敬老会  保育園交流会  

10月  お祭り  散策  

11月  芋掘り  

12月  作品展  クリスマス会   



⑧日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくこと

が適当であるものにかかる費用の実費を負担いただきます。  

おむつ、パット代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。  

⑨契約書第 21条に定める所定の料金  

ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から、現実に

居室が明け渡された日までの期間に係る料金、１日につき 11,000円を契約者は支払うもの

とします。 

☆経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。そ

の場合、事前に変更の内容と事由について、ご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照）                            

前記（１）（２）の料金・費用は、１日毎に計算し、ご請求しますので、ご契約者はこれ

を現金で退所日までにお支払いください。        

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第８条参照） 

○利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止

又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサ

ービスの実施日２日前までに事業者に申し出てください。 

○利用予定日の２日前までに申し出がなく、前日及び当日になって利用の中止申し出をさ

れた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご契約

者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の２日前までに申し出があった場合    無料 

利用予定日の前日に申し出があった場合      当日の利用料金の 50％ 

利用予定日の当日に申し出があった場合      当日の利用料金の 100％ 

（何れも、自己負担額相当） 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望す

る期間にサービスの提供ができない場合、他の契約可能期間を契約者に提示します。  

○ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その

場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。また、契約書

第 12条第 3項（原状回復の義務） その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担して

いる時は、利用終了日に精算していただきます。 

（５）入所中の医療の提供について  

医療を必要とする場合は、ご家族に連絡の上以後の対応を相談させて頂きます。なお、病

院へ受診をする際にはご家族の付添いの下、受診をして頂きます  

 

５  苦情の受付について（契約書第 24条参照）  

（１）当事業所における苦情の受付  

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。  

○苦情受付窓口（担当者）  

    ［職名］  生活相談員 



○受付時間  月曜日から土曜日  午前 9時～午後 5時まで 

○苦情受付ボックスを  玄関又は、各階に設置しています。 

苦情、疑問、相談など、気になる事がありましたら、お電話等でも  

伺いますご相談ください。  

 

（２）行政機関その他苦情受け付け機関                                                   

 横浜市健康福祉局 所在地  横浜市中区港町6丁目50番地10 横浜市庁舎16階  

   高齢施設課 電話番号 ０４５－６７１－３９２３  

  ＦＡＸ  ０４５－６４１－６４０８  

  受付時間 月曜日から金曜日 ９：００～１７：００  

   介護保険課 電話番号 ０４５－６７１－４２５２  

  ＦＡＸ ０４５－６８１－７７８９  

  受付時間 月曜日から金曜日 ９：００～１７：００  

 神奈川県国民健康保険団体

連合会 

所在地  横浜市西区楠木町２７－１ 

電話番号 ０４５－３２９－３４４７ 

 

  受付時間 月曜日から金曜日 ９：００～１７：００  

 神奈川県介護保険担当 所在地  横浜市中区日本大通１  

  電話番号 ０４５－２１０－１１１１(代)  

  受付時間 月曜日から金曜日 ９：００～１７：００  

 

６ 送迎範囲 

  泉区・旭区・瀬谷区・戸塚区の概ね往復に要する時間が1時間程度の範囲とする 

  在宅から希望苑、希望苑から在宅へ送迎を行う 

７ 緊急時等における対応方法 

利用者に病状の急変が生じた場合、ご家族へ連絡し以後の対応についてご相談させていただきます。 

＊救急搬送が必要な場合は希望苑に急行していただき救急車への同乗をお願い致します。救急車への

同乗、付き添い等は必ずしも行えません。  また、付き添った場合等は、施設までの交通費等

（タクシー費用等）をご負担頂きます。 

＊ご契約者の皆様は高齢であり、いつ命に係わる急激な変化が起こるかわかりません、十分ご理解を頂

き当苑のサービスをご利用ください。 

＊ご家族と医療機関との手続き等が発生する場合、施設はその代行は行えません。ご利用者様は高齢で

あり、そのような急変による呼び出しや、ご家族等による対応が必要である事を十分にご理解の上当施

設のショートステイサービスをご利用ください 

８ 感染症対策 

(1) 利用前及び利用中においてインフルエンザ、風邪、疥癬、食中毒等の症状が見られた場合にはご家

族へ受診、帰宅などの相談を行います。また、利用前に当施設で感染症が発生している場合にも利

用の見合わせなど相談させていただきます。 



(2) 感染症の発生時において利用者に対する介護サービスの提供を継続するために事業継続計画を策

定し必要な措置を講じます。 

(3) 感染症及びまん延防止のための研修及び訓練を実施します 

 

９ 非常災害対策 

(1)非常、その他窮迫の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密に

し、とるべき措置に置いて予め対策をたてます。 

(2)非常災害発生時において介護サービスの提供を継続、または介護サービスの早期再開を目指すため

事業継続計画（非常災害BCP）を策定し、必要な措置を講じます。 

(3)職員への非常災害BCPを周知するとともに年2回の防災訓練及び研修、訓練を実施します。 

(4)非常災害時に当施設は、通常の介護サービスの他、福祉避難所の役割、地域の避難場所を担うこと

となります。 

１０ 事故発生時の対応 

・利用者に対する短期入所生活介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当

該利用者のご家族へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとします。 

・賠償すべき事故の場合は誠意をもって対応させていただきます。ただし、施設の故意または過失が認

められない事故につきましてはこの限りではありません。 

・セーフティ委員会を設置し、事故の検討及び対策を行い、見直しなど行います 

・年２回、職員へリスクマネジメント研修を実施し事故防止に努めます 

１１ サービスを終了する場合 

 当施設は契約が終了する期日は定めていません。契約期間中は、以下のような事由がない限り、継

続してサービスを利用することができま  すが、仮にこのような事項に該当するに至った場合

には、当事業所との契約は終了します。 （契約書1７条参照） 

                ① 契約者が死亡した場合 

② 要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合 

③ 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

④ 施設の滅失や重大な毀損又は建替等により、サービスの提供が不可能になった場合 

⑤ 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ ご契約者から退所の申し出があった場合（詳細は、以下をご参照下さい） 

⑦ 事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は、以下をご参照下さい） 

 

 
（１）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第18条、第19条参照） 

 ご契約者から当施設の退所を申し出ることができます。 その場合には、退所を希望する日の７日前ま

でに、身元引受人等よりお申し出ください。 但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施

設を退所することができます。    

① 介護保険給付対象料金、又は介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合  

② ご契約者が入院等の事態により、医療的な管理が必要な状態となった場合  

③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護老人福祉施設サービスを実施しない

場合 
 

④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合  

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい

不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事象が認められた場合 
 



⑥ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事

業者が適切な対応をとらない場合 
 

 
（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（契約書第２０条参照） 

  以下の事項に該当する場合には、当施設を退所していただきます。   

① ご契約者又は身元引受人等が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に

これを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事象を生じさせた場合 

 

② ご契約者又は身元引受人等による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間を定め

た催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

 

③ ご契約者又は身元引受人等が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利

用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約

を継続しがたい重大な事象を生じさせた場合 

 

④ ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合、又は、介護療養型医療施設に入院した場合 

⑤ その他、集団生活を営む上、介護保険施設の役割などを勘案して、利用継続が困難な状況と判断した

場合 

⑥ 契約者が正当な理由なく３日間以上居室を利用しない場合 

 

 

１２ 抑制・身体拘束の取り扱いついて及び、緊急時における対応について  

 希望苑は「指定介護老人福祉施設の人員及び運営に関する基準」第１２条４項「サービスを提供するにあ

たっては、当該入所者または、他の入所者の生命または身体を保護する為に、緊急やむを得ない場合を除

き、身体拘束とその他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない」ことから、「拘束のない介護」

を目指します。 

(1) 拘束の種類と範囲 

 「拘束」とは身体的拘束及び対応的拘束を指します。 

①身体的拘束とは、ご利用者の意思に反し以下のような形態を用いて行動を制限する事を指します。 

＊ 安全ベルトによる車椅子からの転落防止 

＊ 日常の生活を営む上で必要な出入り口の封鎖 

＊ ベッド上での固定、体幹や四肢の固定  

＊ 過剰な薬物の使用による行動制限 

②対応的拘束とは、利用者を精神的に抑制することを指します。 

＊ ご利用者に威圧的な言動による抑制 

＊ 利用者の要望に対し、無視や無関心による介護拒否 

(2) 情報提供のお願い 

  性格、行動障害などの危険が伴う状況を伏せられご利用され起こる事故に対しては、当事業所では責任

を負いかねます。 適切な情報提供をお願います。 

(3) 身体拘束を行う場合 ※原則行いません 

身体拘束は精神保健福祉法にて ①切迫性 ②非代替性 ③一時性に該当すれば全てに該当した場合、 

例外的に可能とありますが、当苑は身体拘束の実施は致しません 

安全の確保が困難な状況と判断された場合にはご相談します 

(4)身体拘束適正化 

 身体拘束適正化に伴う委員会を設置し、定期的に開催を行い、職員への周知を行います 

 身体拘束の予防、研修を定期的に実施します 



１３ 高齢者虐待防止対策 

(1) 虐待防止検討委員会を設け、その責任者は管理者とする 

(2) 虐待防止検討委員会は、職員への研修の内容、虐待防止のための指針策定、虐待等の相談及び苦情

解決体制の整備、虐待を把握した際の通報、虐待発生時の再発防止策の検討、成年後見制度の利用支援

等を行います。なお、本虐待防止検討委員会は、月次報告会と一体的に行う 

(3) 職員は、年２回以上、虐待発生の防止に向けた研修を実施する 

(4) 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関係者に報告を行い、

事実確認のために協力する。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について、速やかに虐待防止検討

委員会にて協議し、その内容について、職員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を行い、再発防

止に努める 

 

１４ 看護職員、介護職員が共同して実践するケアについて 

  当施設では厚生労働省の通知（平成２２年４月１日医政初０４０１第１７号公正労働省医政局長通知）

を受け、ご利用者に対する以下のケアの一部の行為配置医、看護職員の指示の下、看護職員と介護職員

が共同して実施する方針としております。 

  これらのケアは、特別養護老人ホームにおける他の医療的なケアと比べ、医療関係者との連携・共同の

下では相対的に危険性が低いとされており、また、施設内においても介護職員への研修体制整備、配置

医による看護職員・介護職員への指導の実施、「医療的ケアの安全対策委員会」による実施状況の把握

や研修内容の見直しを定期的に行うなど、ご利用者の安全確保に向けて最善を尽くして参ります。 

  つきましては、施設の方針にご賛同いただき、看護職員と介護職員が共同して実施する以下のケアの実

施について同意していただきます 

看護職員と介護職員が共同して実施するケア内容 

○ 口腔内の痰吸引 

○ 鼻腔内の痰吸引 

  ○ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（栄養チューブ等の接続・注入開始を除く） 

１５ ご利用者の皆様が気持ちよくご利用いただくために 

＊希望苑のショートステイは一般棟２Ｆ・認知症棟３Ｆ 各２床 計４床にて、その方の状況に応じて

介護サービスを提供しています。ショートステイの利用者様の他に、本入所一般棟５０名・認知症棟４

６名 合計１００名の皆様が利用されています。 総合的により良い介護とは何かということを勘案し、

運営理念に沿って介護サービスの提供に努めておりますが、すべてのご希望・ご要望にお応えできない

場合や、満床等により、利用期間のご希望に添えない場合もございます。何卒ご理解とご協力をお願い

致します。 

＊ご利用者個々の状態や必要な介護を勘案し、工夫し、必要と思われる介護、事故のない介護、安全に

ご利用いただける生活環境作りの実践に努めますが、転倒によるけがや骨折、病状の悪化、発作など

発生の可能性があります。 

 

＊ショートステイ利用に際し、契約者様及び当苑において、インフルエンザ・新型コロナウイルス・疥

癬等の感染症が発生している場合、利用日程の変更や利用をご遠慮いただく場合がございます。 

＊ショートステイ利用中に医療機関に受診が必要な場合は、ご家族の付添いのもと受診等していただき



ます。 

＊希望苑に隣接している、新中川病院は救急指定病院ではございません。夜間・休日等の受診はできま

せんので予めご了承ください。 

＊ショートステイ利用期間に外出される場合、予定される前日までにご連絡を頂き、所定の用紙で届け

出ることとします 

 

１６ 重要事項説明書の内容について 

  重要事項の内容は、介護保険制度の改正、又は、施設運営において付随する制度の改正、

新設、整備等により変更が生じた場合、事業者はその変更内容を、契約者に書面をもっ

て説明し、更新、変更を行います（契約書第 27条参照）  


